
 

 

令和５年度工事監査実施計画 

 

令和５年９月８日 

 

１ 実施方針 

地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第５項の規定に基づく工事監査について

は、世田谷区監査基準（令和２年２月１３日監査委員決定）及び令和５年度監査基本

計画（令和５年３月９日監査委員決定）に基づき、次の方針で実施する。 

（１）区が発注した工事が適正に行われているか技術面や安全面の観点から監査を行

う。 

（２）経済性、効率性、有効性に留意し、財務的な観点から監査を行う。 

 

２ 対象工事の決定基準 

令和４年度から令和５年度監査実施日までに着手、施工又は竣工した工事であり、

契約又は予定金額が９千万円以上の中から抽出する。 

 

３ 監査対象工事 

  対象工事の決定基準に基づき、次の工事を決定した。 

工事件名  世田谷区立池之上小学校改築工事 

施工場所  世田谷区代沢二丁目４２番９号 

 

４ 監査対象部 

監査の対象とする部は、施設営繕担当部、教育政策・生涯学習部及び子ども・若者

部とする。 

 

５ 実施期間等 

令和５年９月から令和６年２月までの間に実施する。監査を実施する日程等は、別紙

日程表のとおりとする。 

 

６ 着眼点 

監査の実施にあたっては、次の点に着眼して実施する。 

（１）設計は、適正かつ合理的なものとなっているか。 

（２）設計図書（図面、仕様書）及び積算は、適正かつ合理的、経済的なものになっ

ているか。 

（３）施工及び施工管理は、適切に行われているか。 

（４）工事監理及び工事監督は、適正に行われているか。 

 



 

 

７ 実施方法 

監査は、次の方法により実施する。 

（１）技術調査 

工事の技術的な面については、専門機関（技術士により組織される団体等）に

調査（書類審査と現場調査）を委託する。 

（２）監査委員による監査 

監査資料、技術調査報告等による審査及び対象工事の現場調査を行うととも

に、関係部課長等から事情聴取を行う。 

（３）事務局による監査 

工事調書、技術調査報告等による調査、検証及び対象工事の現場調査を行うと

ともに、担当者から事情聴取を行う。 

 

８ 監査結果 

監査の結果については、監査終了後、速やかに監査結果報告書として決定し、これ

を関係機関に提出するとともに、公表する。 

 

９ その他 

実施日程等については、変更する場合がある。 


